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(57)【要約】
　本質的に密閉カップ中のチルド乳飲料からなる、容器
入り製品を開示する。心地よい泡立つ口当たりを提供す
るために、前述の飲料は振ることにより泡立てることが
可能である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本質的に密閉カップ中のチルド乳飲料からなる容器入り製品であって、前記飲料が、２
．５～４．５重量％の乳タンパク質、１．５～５重量％の乳脂肪、３～７重量％の添加糖
、０．０５～０．２重量％のキサンタンガム、０．４～０．７重量％のセルロースとカル
ボキシメチルセルロースとの混合物、０．０１～０．０５重量％のカラギーナン、並びに
残りで１００重量％となる水を含有し、前記飲料のブルックフィールド粘度が１５０～４
９０ｍＰａ・ｓ（スピンドル２番、５０ｒｐｍ、８℃）であり、ヘッドスペースが前記カ
ップの容積の１８～２６容積％であり、並びに添加糖が、前記乳成分に天然には見出され
ないカロリーのある単糖類及び二糖類である、容器入り製品。
【請求項２】
　前記飲料が、コーヒー、ココア、茶、カラメル、バニラ、桂皮、カルダモン、サフラン
、丁子、及びこれらの混合物から選択される香味材料を更に含む、請求項１に記載の容器
入り製品。
【請求項３】
　前記香味材料がコーヒー抽出物を含む、請求項２に記載の容器入り製品。
【請求項４】
　０．８～１．５重量％のコーヒー抽出物を含む、請求項２又は３に記載の容器入り製品
。
【請求項５】
　前記飲料が０．０４～０．０９重量％の酸性度調整剤を更に含む、請求項１～４のいず
れか一項に記載の容器入り製品。
【請求項６】
　前記飲料が６℃で２８日間貯蔵安定である、請求項１～５のいずれか一項に記載の容器
入り製品。
【請求項７】
　前記飲料が振った後少なくとも１０分間、泡立つ口当たりを保持する、請求項１～６の
いずれか一項に記載の容器入り製品。
【請求項８】
　前記カップの高さが９０～１５０ｍｍの範囲であり、前記カップの容積が１００～３０
０ｍＬの範囲である、請求項１～７のいずれか一項に記載の容器入り製品。
【請求項９】
　前記カップの側壁の厚さが、前記カップの上部で前記カップの下部より厚い、請求項１
～８のいずれか一項に記載の容器入り製品。
【請求項１０】
　泡立つチルド乳飲料を調製するための方法であって、１）請求項１～９のいずれか一項
に記載の容器入り製品を提供することと、その後で、２）前記泡立つチルド乳飲料を得る
ために前記容器入り製品を振ることとを含み、前記容器入り製品が本質的に密閉カップ中
のチルド乳飲料からなる、方法。
【請求項１１】
　振ることが手により実施される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　手により振ることが、前記密閉カップを５～１５回振ることにより実施される、請求項
１１に記載の方法。
【請求項１３】
　泡立つチルド乳飲料を振ることにより調製するための、請求項１～９のいずれか一項に
記載の容器入り製品の使用であって、前記容器入り製品が本質的に密閉カップ中のチルド
乳飲料からなる、使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は容器入りの乳飲料、特に手で振った後に安定で滑らかな泡を示し得るチルド乳
飲料に関する。
【発明の背景】
【０００２】
　本明細書における従来技術のいかなる検討も、そのような従来技術が、当該技術分野に
おいて周知である又は一般知識の一角を形成すると認めるものとみなされるべきではない
。
【０００３】
　乳ベースの飲料は、タンパク質分及びミネラル分に由来する栄養特性を有しており、か
つ、水を味気がないものとして認識する消費者らにも良好に受け入れられることから、消
費者らに炭酸飲料に代わる、より健康的な飲料として認識され、広く受け入れられている
。
【０００４】
　泡立つ飲料は、その軽さ及びさわやかな口当たりが評価されている。しかしこれは、気
泡の大きさ及び分布、炭酸ガスを用いたガス化によるのか、又は炭酸ガスを発生する酵母
を用いた発酵によるのかといった気泡の由来など、泡の特性に大いに依存している。
【０００５】
　米国特許出願公開第２０１１／００２０５１２号は、飲料の原材料として、高分子物質
と複合化させた状態で、発酵セルロースを使用することを含む、飲料の気泡保持能を強化
するための方法に関する。
【０００６】
　ここ数年、Ｎｅｓｔｅｃ　Ｓ．Ａ．は、常温保存可能な、例えば１５℃～３５℃の範囲
の温度で３か月間保存可能な、レディ・トゥ・ドリンクとしての乳ベースの飲料に関する
特許を数件出願している。かかる飲料には、生物による腐敗を回避する目的で熱処理が施
されるが、熱処理は安定性に強く影響し、保存期間中にゲル化、離水、及びその他の望ま
しくない物理的な変化を生じさせる場合がある。そのような物理的変化の回避又は緩和の
ために、特別な安定剤混合物が開発されている。これらの飲料は泡立つものではない。
【０００７】
　本発明者は数種のコーヒー風味の乳飲料が存在することを把握している。しかし、これ
らの飲料は極めて水っぽい飲用感を有し、若しくは極めて濃厚な口当たりを有する。水っ
ぽい飲料は乳飲料にある満足感をもたらさない。一方濃厚な飲料は、さわやかであるとは
、又は渇きをいやすものであるとはとても認められない。加えて、これらの乳飲料は振っ
ても泡立たない。
【０００８】
　本発明者は、従来技術の不便な点の少なくとも１つを克服若しくは改善すること、又は
有用な代替法を提供することが望ましいことを認識した。特に、本発明者は心地よい泡立
つ乳飲料を創造することにした。
【発明の概要】
【０００９】
　この目的に向けて、本発明の第１の実施形態は、本質的に密閉カップ中のチルド乳飲料
からなる容器入り製品を提案する。ここで、かかる飲料は、２．５～４．５重量％の乳タ
ンパク質、１．５～５重量％の乳脂肪、３～７重量％の添加糖、０．０５～０．２重量％
のキサンタンガム、０．４～０．７重量％のセルロースとカルボキシメチルセルロースと
の混合物、０．０１～０．０５重量％のカラギーナン、並びに残りで１００重量％となる
水を含有し、かかる飲料のブルックフィールド粘度は１５０～４９０ｍＰａ・ｓ（スピン
ドル２番、５０ｒｐｍ、８℃）であり、ヘッドスペースはカップの容積の１８～２６容積
％であり、並びに添加糖は、乳成分に天然には見出されないカロリーのある単糖類及び二
糖類である。
【００１０】
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　第２の実施形態では、本発明は、１）容器入り製品が本質的に密閉カップ中のチルド乳
飲料からなる、本発明の第１の実施形態による容器入り製品を提供することと、その後で
、２）泡立つチルド乳飲料を得るためにこの容器入り製品を振ることとを含む、泡立つチ
ルド乳飲料を調製するための方法を提案する。
【００１１】
　第３の実施形態では、本発明は、振ることにより泡立つチルド乳飲料を調製するための
、本発明の第１の実施形態による容器入り製品の使用を提案する。ここで容器入り製品は
本質的に密閉カップ中のチルド乳飲料からなる。
【００１２】
　本発明のこれら並びに他の態様、特徴及び利点は、当業者には、添付の図面と併せて本
発明の実施形態についての詳細な説明から更に明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】密閉カップ中のチルド乳飲料の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本明細書中で用いられるとき、「含む、有する（comprising）」という単語は、排他的
又は網羅的な意味ではなく、包含的な意味、すなわち「含むが（including）それらに限
定されない」又は「含有するが（containing）それらに限定されない」という意味に解釈
されるべきである。反対に、「からなる（consisting of）」という単語は、排他的な意
味、すなわち、例えば通常であれば材料に付随する不純物を除いて「限定される」という
意味に解釈されるべきである。「本質的にからなる（consisting essentially of）」と
いう句は、特許請求の範囲を、記載の材料又は工程と、請求する発明の基本特性及び新規
特性（複数可）に物質的な影響を及ぼさないものとに限定する。
【００１５】
　本明細書中で用いられるとき、「約（about）」という単語は、ある数値範囲に結びつ
けて適用されると理解されるべきである。更にすべての数値範囲は、その範囲内のすべて
の整数を含むと理解されるべきである。
【００１６】
　本明細書中で用いられるとき、単数形冠詞「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は、文脈が
そうでないことを明示しない限り、複数の対象物も含む。
【００１７】
　別途記載のない限り、本明細書中のすべての百分率は重量百分率（重量％と記載する）
を表す。
【００１８】
　別途定義がない限り、すべての技術用語及び科学用語は、本発明の属する技術分野、す
なわちチルド乳飲料の当業者により一般に理解されるものと同様の意味を有しており、同
様の意味を与えられるべきである。
【００１９】
　図１に示されているように、本発明の１つの実施形態は、本質的に密閉カップ（３）中
のチルド乳飲料（２）からなる容器入り製品（１）に関する。カップ（３）の容積は、飲
料（２）及びヘッドスペース（４）に分けられる。飲料は、密閉カップ中で振ることによ
り、泡立つ飲料を調製するのに適している。その後、消費者はその泡立つ飲料を飲むため
に、カップを開封することができる。
【００２０】
　本明細書全体をとおして、「チルド飲料」は、保存期間にわたって冷蔵温度で保存する
必要のある飲料を表す。冷蔵温度の範囲は０℃より高く６℃までである。「保存期間」は
、飲料が輸送され小売業者又は消費者の下で保存され、消費されるまでの、飲料製造後の
期間を表す。
【００２１】
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　チルド乳飲料（「（その）飲料」）は、乳成分、香味成分、口当たりのための成分、及
び水を含む。
【００２２】
　乳成分は乳に関係する栄養上の利益をもたらす。乳成分は１つ以上の乳材料又は代用乳
材料を含み得る。例えば乳材料は、乳、乳脂肪、粉乳、脱脂乳、乳タンパク質、クリーム
、及びこれらの組み合わせとすることができる。適切な乳タンパク質の例は、カゼイン、
カゼイン塩、カゼイン加水分解物、乳清、乳清加水分解物、乳清濃縮物、乳清単離物、乳
タンパク質濃縮物、乳タンパク質単離物、及びこれらの組み合わせである。更に乳タンパ
ク質は、例えば甘性乳清、酸性乳清、α－ラクトアルブミン、β－ラクトグロブリン、ウ
シ血清アルブミン、酸カゼイン、カゼイン塩、α－カゼイン、β－カゼイン及び／又はγ
－カゼインである場合がある。適切な代用乳材料は、例えば大豆タンパク質、米タンパク
質及びこれらの組み合わせを含む。好ましい実施形態では、飲料は代用乳材料を含有しな
い。１つの実施形態では、飲料は少なくとも脱脂乳、低温殺菌全乳、脱脂粉乳、及びクリ
ームのうち１つを含む。好ましくは、飲料は脱脂乳、クリーム及び脱脂粉乳を含む。好ま
しい実施形態では、飲料は添加油を含有しない。
【００２３】
　１つの実施形態では、飲料は１．５～５重量％の乳脂肪、好ましくは１．５～４重量％
の乳脂肪、更に好ましくは２．２重量％、２．５重量％、２．８重量％、又は３重量％の
乳脂肪など２～３．５重量％の乳脂肪などの、５重量％より少ない乳脂肪を含む。１つの
実施形態では、飲料の脂肪含量は、飲料が脱脂乳飲料とみなされ得るほどに十分低い。
【００２４】
　１つの実施形態では、飲料は２．５～４．５重量％の乳タンパク質、好ましくは３～４
．２重量％の乳タンパク質、更に好ましくは３．５～４重量％の乳タンパク質を含む。乳
タンパク質は発泡性及び泡の安定性に影響を及ぼす。飲料中のタンパク質は、乳タンパク
質のみであることが好ましい。
【００２５】
　香味成分は、飲料に乳成分由来の乳風味に加えて香味をもたらす。香味成分は、糖（シ
ョ糖）又はノンカロリー甘味料のような甘味料を含む。例えば、飲料は３～７重量％の添
加糖を含む。１つの実施形態では、飲料は、１００ｇ飲料当たり４．５ｇより少ない添加
糖を含有することを意味する「低糖」含量である。「添加糖」は、飲料製造中に添加され
た、乳成分には天然に見出されない、ブドウ糖、ショ糖、麦芽糖、果糖などのカロリーの
ある単糖類及び二糖類を表す。例えば、乳糖は乳中に天然に見出されるので、本開示の目
的において乳糖は「添加糖」とはみなされない。
【００２６】
　甘味料に加えて、香味成分は、コーヒー、ココア、茶、カラメル、バニラ、桂皮、カル
ダモン、サフラン、丁子、及びこれらの混合物から選択される香味材料を含む。好ましい
実施形態では、飲料はコーヒー抽出物などのコーヒー成分を含む。コーヒー抽出物は、液
体若しくはペースト状のコーヒー濃縮物、又は噴霧乾燥によるコーヒー粉末若しくは凍結
乾燥によるコーヒー粉末などの粉末のインスタントコーヒーとして供給され得る。好まし
くは、飲料は粉末のインスタントコーヒーなどのコーヒー成分を０．８～１．５重量％含
む。１つの実施形態では、香味成分は脱カフェインコーヒーである。
【００２７】
　口当たりのための成分は、飲用感及び粘度をもたらし、振った後の飲料の泡立つ口当た
りを維持することに役立つ。口当たりのための成分は、キサンタンガム、セルロースとカ
ルボキシメチルセルロースとの混合物、並びにカラギーナンを含む。より具体的には、飲
料は０．１～０．２重量％のキサンタンガム、０．４～０．７重量％のセルロースとカル
ボキシメチルセルロースとの混合物、０．０１～０．０５重量％のカラギーナンを含む。
飲料は、ブルックフィールド粘弾性測定装置／粘度測定装置でスピンドル２番を用いて回
転速度５０ｒｐｍ、８℃で測定した場合に、１５０～４９０ｍＰａ・ｓのブルックフィー
ルド粘度を有する。
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【００２８】
　加えて、飲料は水酸化ナトリウムなどの酸性度調整剤を含み得る。１つの実施形態では
、飲料は０．０４～０．０９重量％の酸性度調整剤を含む。
【００２９】
　１つの実施形態では、チルド乳飲料は１８～２５重量％の総固形分、好ましくは１９～
２２重量％の総固形分を含有する。総固形分含量は、口全体の飲用感及び飲料の粘度に関
与する。
【００３０】
　チルド乳飲料は、１．５～５重量％の乳脂肪、及び２．５～４．５重量％の乳タンパク
質を有する規格化された液状乳組成物を準備することにより製造される。混合組成物は、
液状の脱脂乳、乳クリーム及び脱脂粉乳を混合することにより調製することができる。糖
及びコーヒー成分などの香味成分、並びに口当たりのための成分も、液状混合組成物中に
混合する。例えば混合は１０℃で６０分間行う。その後、混合物のｐＨを、水酸化ナトリ
ウムなどの酸性度調整剤で調整してもよい。ｐＨは６．５～７．０の値に調整する。次に
、液状乳組成物を予熱した後、典型的には１４０℃で４秒間殺菌する。殺菌は乳組成物か
ら生物汚染を排除する。当業者には代わりとなる熱処理法が知られている。次に、殺菌し
た液状乳組成物を、約７５℃まで冷却した後、従来のホモジナイザ中で典型的には１５０
バールの圧力下で均質化する。均質化は脂肪成分及び他の材料を更に分散させる。その後
乳組成物を冷蔵温度まで冷却し、カップ中へ充填する。充填は超清浄条件下で行う。１つ
の実施形態では、充填を無菌で行う場合がある。１つの実施形態では、ヘッドスペースか
ら酸素を追い出すために制御された雰囲気下で充填を実施する。制御された雰囲気は、例
えば窒素雰囲気である。その後、カップを密封する。
【００３１】
　泡立つ口当たりを保存期間にわたり維持するには、泡を安定化するために比較的多量の
添加物の使用が必要となる。しかし、添加物は消費者に常に許容されるとは限らない。ま
た、保存安定な発泡性飲料の飲用感は、できたての泡立つ飲料に比べ心地よいものではな
い可能性がある。本発明者は課題を転換し、飲料に泡立つ口当たりを全保存寿命にわたり
確実に保持させるのではなく、飲用の間、心地よい泡立つ口当たりを保持する非発泡性飲
料をここに提供することとした。上述のとおり、泡立つ口当たりは密閉カップ中の飲料を
、例えば手により、振ることによって得られる。手により振ることは、手にカップを握り
、数回、例えば５～１５回、腕を曲げ伸ばしすることによって行うことができる。一般的
に、心地よい泡立つ口当たりを飲料に生じさせるのには約８～１０回の動作で十分である
。
【００３２】
　発泡性飲料の保存安定性について、もはや心配する必要がないことは有益である。非発
泡性飲料の保存安定性のみが関心事である。１つの実施形態では、飲料は４℃で２８日間
、更に好ましくは６℃で２８日間、保存に安定である。他の実施形態では、飲料は６℃で
３０日、７０日、又は１００日間保存安定である。比較的長期にわたる保存安定性は、飲
料の殺菌と共に超清浄製造条件によって達成することが可能である。しかし、飲料は１８
℃より高い温度などの通常の保存条件下では保存安定ではない。飲料は、その保存寿命を
最大化するために、冷蔵条件で保存される必要がある。
【００３３】
　カップ（３）は、底壁（３１）、側壁（３２）及びふた（３３）を有する。飲料を振る
ことにより、ヘッドスペースの気体（４１）は飲料（２）中に気泡として分散する。飲料
組成物、特に親水コロイドの選択は、飲用中に気泡が飲料全体に分布し続けるように、そ
して心地よい飲用感を提供するように開発された。事象としては、気泡が飲料全体に分布
することで、心地よい泡立つ口当たりが提供される。例えば、飲料は振った後少なくとも
１０分間、泡立つ口当たりを保持する。泡立つ口当たりの評価は、以下の実施例で説明さ
れるように、訓練された官能評価員らによって実施される。消費者が飲料を飲み切るまで
の間、製品に気泡が存在することが主要な基準であるので、気泡が飲料に保持される最長
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期間は絶対的に重要なものではない。通例、そのような飲料は、３０分以内に飲用される
。好ましくは、飲料は、泡立つ口当たりを少なくとも１５、２０、２５、又は３０分間保
持する。気泡の分布が飲料全体にわたり均一である必要はない。気泡の融合及び浮力によ
り、特にカップの底より飲料の表面に近い部分により多くの及びより大きな気泡が存在し
得る。
【００３４】
　本発明者は、ヘッドスペース（４）が小さすぎる場合、密閉カップ（３）が、振ること
により心地よい泡立つ口当たりを提供するために十分な気体（４１）を有しないことを見
出した。例えば、振った後に心地よい泡立つ口当たりを提供するには、１５容積％のヘッ
ドスペースでは小さすぎることが明らかとなった。したがってヘッドスペース（４）は、
好ましくはカップ容積の少なくとも１８％（容積％）の容積に相当する。
【００３５】
　一方、ヘッドスペース（４）が大きすぎる場合、いくつかの望ましくない結果が生じる
可能性がある。第１に、カップが十分に充填されていないと消費者が認識する可能性があ
る。第２に、大きなヘッドスペースは大きなカップでのみ提供することができる。このこ
とは包装費用及び廃棄物量を増加させる。第３に、本発明者は、ヘッドスペースが大きす
ぎる場合、保存期間中にカップがつぶれてしまう傾向があることを見出した。理論に拘束
されることを望むものではないが、本発明者は、これは酸素の消費によるものであると考
えている。保存期間の間、特に飲料がコーヒー成分を含む場合、ヘッドスペースの酸素は
飲料と反応する。これによりヘッドスペースの内圧が減少し、「減圧」効果が生じる。例
えば、３０容積％のヘッドスペースを有するカップは、許容できない減圧効果と、保存期
間中のつぶれと、を示した。これらは、カップの充填及び密封の間に、例えばヘッドスペ
ースに窒素を吹き込むことにより解決し得る。しかし、これは費用のかかる技術である。
ヘッドスペースがカップ容積の２６容積％までに相当する場合に、これらの望ましくない
結果と、産業化についての考慮と、発泡のために十分な気体を供給することの必要性との
間に適切な調和がとれることが明らかとなった。
【００３６】
　１つの実施形態では、ヘッドスペースはカップ容積の１８～２６容積％に相当する。す
なわち、カップ容積が１００ｍＬの場合には、ヘッドスペースは１８ｍＬ～２６ｍＬに相
当し、残りは飲料（７４ｍＬ～８２ｍＬ）である。ヘッドスペースは好ましくはカップ容
積の１９～２５容積％、更に好ましくはカップ容積の２０～２４容積％に相当する。
【００３７】
　加えて減圧効果に対するカップ（３）の強度を増すために、カップ（３）の側壁（３２
）の厚さは、カップ（３）の上部又は最上部（３４）－ヘッドスペース（４）が存在する
－で、カップ（３）の下部又は底の部分（３５）－飲料（２）が存在する－より厚い場合
がある。これにより、手でかけられる圧に対する抵抗力が大きくなることから、カップを
握ったり振ったりすることがより簡単になる。
【００３８】
　１つの実施形態では、カップ（３）の高さは９０～１５０ｍｍの範囲であり、カップ容
積は１００～３００ｍＬの範囲である。カップ（３）は、飲料（２）１回供給分を含む。
例えば飲料の１回供給分は、振る前の飲料８０～２２０ｍＬに相当する。
【００３９】
　他の実施形態では、本発明は、上述の容器入り製品を提供することと、その後で、泡立
つチルド乳飲料を得るためにその容器入り製品を振ることとを含む、泡立つチルド乳飲料
を調製するための方法に関する。その後、泡立つ飲料は飲用に適した状態になる。上述の
とおり、泡立つ口当たりは密閉カップ中の飲料を（例えば手により）振ることによって得
られる。手により振ることは、手にカップを握り、数回、例えば５～１５回、腕を曲げ伸
ばしすることによって行うことができる。一般的に、心地よい泡立つ口当たりを飲料に生
じさせるのには約８～１０回の動作で十分である。そのような方法で泡立つ飲料を調製す
る場合、オーバーランは１２～２０％の間、通常約１５～１８％に到達し得る。以下の実
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じない。
【００４０】
　オーバーランは以下のように測定される：振る前に飲料の容積Ｖを量る（Ｗ０）。製品
を手で１０回振る。振った飲料の容積Ｖも量る（Ｗｆ）。オーバーラン（％）は、次式の
解である。
【００４１】
【数１】

【００４２】
　ここで：
　Ｗ０＝最初の飲料の容積重量（空気を導入していない飲料）
　Ｗｆ＝振った飲料の同容積の最終重量（空気を導入した飲料）
【実施例】
【００４３】
　実施例１
　糖及び他の香味材料、口当たりのための成分並びに酸性度調整剤として水酸化ナトリウ
ムを添加し、脱脂粉乳、乳クリームを液状の脱脂乳の中に混合することにより、数種の乳
飲料を調製した。次に、混合物を７０℃に予熱し、そして１４０℃で４秒間殺菌した後７
５℃まで冷却し、１５０バール下で均質化した。その後、液体飲料を約１０℃まで冷却し
、カップに充填した。カップの総容積は約２５０ｍＬであり、１９０ｍＬの乳飲料を充填
した。これにより、２４容積％に相当する約６０ｍＬのヘッドスペースが残された。液体
乳飲料の製造は、超清浄条件下、常圧で行った。
【００４４】
　保存期間中、すなわち６℃で７０日までの間に、カップのつぶれは見られなかった。保
存期間の間に飲料粘度の若干の、最大４９０ｍＰａ・ｓまでの増加が観察された。
【００４５】
　製品の組成を以下の表に示す。
【００４６】

【表１】

【００４７】
　セルロースとカラギーナンとの混合物は、ＡＶＩＣＥＬ　ＰＬＵＳ　ＣＭ２１５９であ
る。キサンタンガムは、ＳＡＴＩＡＸＡＮＥ　ＣＸ９１である。
【００４８】
　飲料の分析結果を以下に示す。
【００４９】
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【表２】

　＊粘度は保存期間の最初に測定した。上述の明細書に説明したとおりに測定した。
【００５０】
　実施例２
　実施例１の飲料を、市販のコーヒー風味のチルド乳飲料と比較した。そのような市販飲
料の例は、ＥＭＭＩのＣＡＦＦE　ＬＡＴＴＥである。密閉カップを１０回振った後、振
った飲料を試飲して、飲用感及び泡の安定性を評価し、比較を行った。評価は口当たり評
価のために訓練された官能評価員らによって実施された。振った直後及びその後５分ごと
に３０分にわたり、飲料を試飲した。
【００５１】
　実施例１の飲料は、振ってから３０分後まで心地よい泡立つ口当たりを保持したが、Ｅ
ＭＭＩのＣＡＦＦE　ＬＡＴＴＥは、振ってから最初の５分経過後に泡立ちが失われた。
また、気泡は飲料の表面ですぐに融合した。
【００５２】
　振った飲料のオーバーランも測定した。実施例１の飲料は振った直後には約１６％のオ
ーバーランを示したが、ＥＭＭＩのＣＡＦＦE　ＬＡＴＴＥは振った直後に約１％のオー
バーランしか示さなかった。
【００５３】
　実施例１の飲料が振った後心地よい泡立つ口当たりを有し、それが少なくとも３０分間
保持されるという結論で一致した。
【００５４】
　好ましい実施形態が特定の実施例と関連して本明細書中に開示されてきたが、本発明が
好ましい実施形態に限定されるものではないことは認識されるであろう。様々な修正が、
当業者に明らかになる可能性があり、本発明の実施から得られる可能性がある。用いられ
る材料及び化学的詳細が、本発明により開示及び教示された方法及び組成物から逸脱する
ことなく、明細書とは若干異なったものにされる又は修正される場合があることは理解さ
れるであろう。
【符号の簡単な説明】
【００５５】
　図中の参照番号
　１　容器入り製品
　２　チルド乳飲料
　３　カップ
　３１　底壁
　３２　側壁
　３３　ふた
　３４　側壁の最上部
　３５　側壁の下部
　４　ヘッドスペース
　４１　ヘッドスペースの気体
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【国際調査報告】
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